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以下のFAQ以外にもご質問がある場合は、 お問合せフォーム からお問合せ下さい。

１．交付対象者の要件等について

No 質問 回答

1

2

3

4

令和８年度 私立学校教員向け奨学金代理返還事業　支援金交付候補者　募集要項

F A Q

幼稚園の正規の教員は対象とのこと

ですが、認定こども園の教員は支援

の対象になりますか？

認定こども園のうち、幼稚園型及び幼保連携型については支援の対象

となります。 なお、幼稚園教諭の教員免許を有している必要があ

り、保育士資格のみの場合は対象外です。

任期の定めのある教員

（呼称例：常勤講師・常勤教員・専

任講師等 で、雇用契約上、雇用期

間や雇用更新回数等が規定されてい

るもの）は対象ですか？

募集要項１ページ目に記載されている交付対象者の要件を満たす方で

あれば、任期の定めがあっても正規の教員となり対象です。

≪交付対象者の主な要件≫

（１）令和７年4月1日以降、本募集申請〆切日までに都内の私立学

校の正規の教員として採用され、雇用主である学校法人等が加入して

いる私学共済等に加入している方

（２）私立学校に１週間当たり５日（定時制にあっては４日）以上勤

務している方

（３）勤務する学校種別に必要な教員免許を有する方

　

 ※ 詳しくは、勤務先の学校事務室のご担当者様にお問い合わせ下さい。

なお、「正規の教員」の要件は、東京都生活文化局私学部「私立学校経

常費補助金」の算定における「本務教員」と同様です。

令和６年度以前（令和７年３月31

日以前）に正規の教員として採用さ

れた場合は対象ですか？

令和６年度以前に正規の教員として同じ学校法人等に既に採用されて

いた方は、支援の対象とはなりません。

正規の教員として令和７年度以降に

採用されたが、１年目だけは単年契

約となり2年目以降に任期の定めの

ない専任教諭として勤務する予定で

す。支援対象となりますか？

有期の雇用であっても、募集要項１ページ目に記載されている交付対

象者の要件を満たす方であれば、１年目から対象となります。

https://logoform.jp/f/lFTvE
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No 質問 回答
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交付候補者としての認定を受けたい

のですが、現在、奨学金返還猶予制

度や減額返還制度を利用していま

す。認定は受けられますか？

今回の認定申請の時点で奨学金返還猶予や減額返還制度を利用中で

も、申請要件を満たしていれば認定を受けられます。

ただし、来年度以降の交付申請時点でこれらの制度を利用されていた

場合、交付申請は行えませんので、令和９年３月31日までにはこれ

らの制度の利用を中止してください。

これまで奨学金返還を延滞したこと

があります。支援の対象になります

か。

交付候補者の認定申請時点で延滞している場合、交付候補者の認定は

受けられません。

また、毎年度の交付申請時点で延滞している場合、その年度は支援の

対象になりませんので、必ず延滞状態を解消した上で、申請期限内に

交付申請してください。

なお、過去に奨学金の返済を延滞していた場合においても、これらの

申請時点で延滞が解消されていれば、支援対象となります。

令和７年４月１日以降に都内私立学

校の正規の教員として新たに採用さ

れましたが、本事業の存在を知ら

ず、これまで認定申請を行えていま

せんでした。今後認定申請すること

は可能でしょうか？

申請そのものを行えていなかった場合は、直近の募集にて認定申請が

可能です。

一方、認定後に申請金額の変更（例：既に一つの奨学金について財団

から認定を受けている方が、実際は大学等の在籍時に二つの奨学金の

貸与を受け、認定申請の際に両方とも申請できたにも関わらず、片方

の申請を失念していた場合における追加申請等）は、行うことができ

ません。

申請締切日(令和８年8月31日)の後

に新規に採用された場合、支援の対

象外ですか？

今回の募集では対象となりませんが、次回の募集で対象となります。

次回の募集要項や申請期間等の詳細については、確定次第発表させて

いただきます。

令和8年度に新卒で採用になった教

員だけが対象ですか？

新卒・既卒の区別はなく、令和７年度４月１日以降、正規の教員とし

て新規に採用された教員が対象となります。

都内私立学校の正規教員として採用

後、学校法人内での異動により都外

の私立学校の正規教員となった場

合、支援金の交付はなくなってしま

いますか？

本事業は都内私立学校正規教員を支援対象としているため、原則とし

て対象外となります。異動によりご質問のような状況になられた場

合、速やかに財団へご連絡ください。
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２．支援対象となる奨学金について

No 質問 回答
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親名義で借りた教育ローンは対象と

なりますか？

御本人以外の名義で貸与を受けていた教育ローンについては、対象外

です。

令和７年４月１日以降、都内私立学

校の正規の教員として採用後に大学

等（夜間学部や大学院など）におい

て貸与を受けた奨学金は、支援対象

となりますか？

支援対象になりません。本事業は、採用前に貸与を受け、かつ、貸与

が終了した奨学金のみを支援対象とするものです。

現に、別の団体からも奨学金に関す

る財政的な支援を受けています。こ

の場合、財団の支援も併せて受ける

ことは可能ですか？

別の団体から受けている財政的な支援の対象部分が、財団が支援する

部分の範囲外であれば、併せて支援を受けることは可能です。例え

ば、返還残額が300万円の奨学金の場合、本事業での支援金の額は

150万円となり、本事業で支援しない残りの150万円について、他の

団体から支援を受けることは可能です。

ただし、どのような団体から支援を受けるのか、本事業の支援対象範

囲外のうちどの部分の支援を受けるのか、支援を受ける金額の規模な

ど、ご本人から財団へ個別具体的にご説明いただく必要があります。

JASSOの第一種奨学金と第二種奨学

金を併用していた場合、第二種奨学

金を優先的に代理返還してもらうこ

とは可能ですか？

どちらも返還残額が300万円以上ある場合、どちらか一方を選んで申

請いただけます。

それ以外の場合は、募集要項４ページ下段に記載のとおり、返還残額

に応じてそれぞれの交付金額を決定します。

JASSO以外から貸与を受けた奨学金の支援対象の可否については、財

団と奨学金貸与団体で個別に調整の上、最終的に財団として判断しま

すので、まず財団までお問い合わせください。

なお、第三者による代理返還が可能な貸与型奨学金であるなど、財団

側が必要と考える一定の要件を満たすものに限ります。

また、現時点で財団が支援の対象としている奨学金について、財団

ホームページに掲載していますので下記をご参照ください。

12

 JASSO以外から奨学金の貸与を受

けていましたが、支援の対象になり

ますか？

支援の対象となる貸与型奨学金について

https://www.shigaku-tokyo.or.jp/wp-content/themes/shigaku/assets/files/school_index/teacher_shogaku/eligible_scholarships_non_jasso_2026.pdf
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/wp-content/themes/shigaku/assets/files/school_index/teacher_shogaku/eligible_scholarships_non_jasso_2026.pdf
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/wp-content/themes/shigaku/assets/files/school_index/teacher_shogaku/eligible_scholarships_non_jasso_2026.pdf
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/wp-content/themes/shigaku/assets/files/school_index/teacher_shogaku/eligible_scholarships_non_jasso_2026.pdf
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/wp-content/themes/shigaku/assets/files/school_index/teacher_shogaku/eligible_scholarships_non_jasso_2026.pdf
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/wp-content/themes/shigaku/assets/files/school_index/teacher_shogaku/eligible_scholarships_non_jasso_2026.pdf
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３．申請手続の方法、提出書類について

No 質問 回答
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認定申請で必要とされるJASSO発行

の「返還証明書」や「返還額証明

書」について、スカラネット・パー

ソナルから発行を依頼しましたが、

まだ郵送にて手元に届いていませ

ん。申請〆切が間近に迫っているの

ですが、どうすればよいですか？

原則として、申請〆切後の申請は受け付けられませんので、十分余裕

をもって必要な書類ご準備いただき、申請期限までに必ず申請を済ま

せて下さい。

なお、JASSOによると、発行依頼からお手元に証明書が到着するま

で、概ね10日程度を要する見込みとのことです。

JASSOが発行する奨学金返還「額」

証明書について、スカラネット・

パーソナルから発行を依頼する際、

指定期間（※対象期間）の始期・終

期を設定する必要があります。それ

ぞれどのような日付を入力すればよ

いでしょうか？

始期は2026年４月１日と入力してください。どなたも同じ日付とな

ります。

終期は「奨学金返還証明書」の発行を依頼する時期により異なります

ので、募集要項４ページ上段に従って各自設定してください。

この期間の設定を間違えると、再度正しい期間を設定してJASSOへ再

発行を依頼する手間が発生し、さらに、財団へ再提出してもらう必要

がありますので、募集要項４ページ上段を十分確認してから発行を依

頼してください。

返還方法が所得連動返還方式の場

合、LoGoフォームの返還期間の終

期や返還回数の入力はどうすればよ

いですか？

現時点での見込みを入力してください。

以下を御確認ください。

（LoGoフォームに関するよくあるご質問）
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申請フォーム（LoGoフォーム）の

操作方法等が分からないのですが、

どうすればよいですか？

LoGoフォームから申請内容を送信した後は、LoGoフォームからは修

正が行えません。もしも修正が必要となった場合は、財団までご連絡

ください。

◇お問い合わせフォーム

◇メールアドレス→dairihenkan@shigaku-tokyo.or.jp

なお、LoGoフォームから申請した内容については、LoGoフォームの

マイページよりご確認いただけます。

17

申請内容を間違えて入力したまま

LoGoフォームの送信ボタンを押し

てしまいました。修正したいのです

が、どうすればよいでしょうか。

https://logoform.tayori.com/q/logo-faq/
https://logoform.tayori.com/q/logo-faq/
https://logoform.tayori.com/q/logo-faq/
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No 質問 回答
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４．代理返還について

No 質問 回答

23

24
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今回の認定を受けた後は、毎年度財

団から自動的に奨学金貸与団体に対

して代理返還をしてもらえますか？

何か別に必要な手続がありますか？

認定を受けた年度の翌年度以降、支援期間中の毎年度４月末までに財

団に対して交付申請を行っていただく必要があります。その際、奨学

金の返還状況及び在職状況等を審査させていただくため、最新の奨学

金返還証明書や毎年度４月１日時点での在職証明書等をご提出いただ

く必要があります。その上で、財団での審査が完了した後に代理返還

を行うという流れとなります。

毎年度の交付申請に関する手続方法や申請時期等の詳細については、

別途認定を受けられた方を対象に、毎年度３月を目途にご案内させて

いただきます。

なお、毎年度の交付申請が行われない場合・交付申請を忘れてしまっ

た場合等は、財団による代理返還は行いませんので十分ご注意くださ

い。

在職証明書の作成方法を教えてくだ

さい。申請者自らで記入する欄はあ

りますか？

在職証明書は、必ず財団の指定する様式を使用し、勤務先の事務担当

者の方に記入・作成してもらう必要があります。法人・学校・幼稚園

でお持ちの独自様式の使用や、申請者ご自身での記入・作成は認めら

れません。

LoGoフォーム内に財団指定の様式と記入例を添付していますので、

両方を事務ご担当者様へお渡しし、作成・発行を依頼してください。

なお、事務担当者様におかれましては、以下の例に従い、教員の任命

責任者様の権限・責任にて発行していただくようお願いします。

例 ：学校法人：理事長名及び理事長印による証明

　　宗教法人：代表役員名及び代表者印による証明

個人立の幼稚園：個人名（※主に園長先生）及び個人印による証明

代理返還は、毎年いつ頃に行われま

すか？

認定された年度の翌年度以降、財団と各奨学金貸与団体とで個別に調

整の上、毎年7月頃に行います。

育児休業等を取得した場合、財団か

ら代理返還は行われなくなってしま

いますか？

なくなりません。

育児休業、病気休業、病気休暇等を取得しても、代理返還は引き続き

実施されます。

ただし、懲戒を事由とした停職処分を受けた場合、停職期間分を控除

した額で代理返還します。

 JASSOが発行する奨学金返還

「額」証明書について、まだ返還が

始まっていない場合はどうすればよ

いでしょうか？

返還は、貸与終了月（大学等を卒業した月）の翌月から数えて7か月

後から開始されます。まだ返還が始まっていない方は、返還額証明書

のみ提出不要です。

なお、奨学金返還証明書は必ず必要となりますのでご注意ください。
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No 質問 回答

26

27

代理返還の方法について、本要項に

よると、JASSOの奨学金で定額返還

方式を選択している場合は『先掛返

還』で財団が直接支払う予定とのこ

とですが、『先掛返還』とはどのよ

うなものでしょうか？

先掛返還とは、返還期日が到来していない割賦金を前もって入金する

ものです。財団からの毎年度の代理返還額に応じて、月々のご本人の

口座からの引落しが一定期間中断され、最終返還期日の変動がありま

せん（返還期間や返還終期が変わりません）。

なお、『繰上返還』は、返還額に応じて最終返還期日が前倒しされる

ものであり、先掛返還とは異なるものです。

JASSOの奨学金に関して、財団によ

る代理返還支援を受けている間、自

分の口座からの毎月の引落しはどう

なるのでしょうか？

前問のとおり、財団の代理返還は『先掛返還』により実施するため、

毎年度財団が代理返還を行った以降、一定月数分についてはご本人の

口座からの引落しが中断されます。以下の例を参考にしてください。

なお、財団による代理返還期間中であっても、ご本人の口座から引き

落とされる月もありますので、ご自身の口座残高については常に確認

するなど、残高不足とならないようお願いします（※残高不足による

引落不能は延滞とみなされ、毎年度の交付申請が認められない場合が

あります）。

 例 ： 返還総額350万円、返還期間18年、毎月の口座引落額16,204

円、財団の代理返還額年15万円の場合

▽４月～６月：ご本人の口座からJASSOが16,204円引落し

▽７月：財団が代理返還額15万円を『先掛返還』によりJASSOへ支

払い

▽７月～３月： ご本人の口座からの引落し中断 （※15万円÷16,204

円≒9.26…→９か月分）

▽翌年４月：ご本人の口座からJASSOが4,164円引落し（約0.26月

分）

▽翌年５月～６月：ご本人の口座からJASSOが16,204円引落しを再

開

※以降、財団の代理返還が終了するまで繰返し


